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第1節　インフラシステム輸出の促進
	1	 政府全体の方向性

新興国を中心とした世界のインフラ需要は膨大であり、急速な都市化と経済成長により、今後の更
なる市場の拡大が見込まれている。このため、我が国の成長戦略・国際展開戦略の一環として、イン
フラシステムに関する我が国の強みのある技術・ノウハウを最大限に活用して、世界の膨大なインフ
ラ需要を積極的に取り込んでいく必要がある。

一方で、プロジェクト受注のための国際的な競争は熾烈であり、我が国企業の受注に向けては、
様々な側面で官民が緊密に連携し、我が国企業受注に向けた環境整備を図っていくことが必要であ
る。

このことから、政府においては平成25年3月に「経協インフラ戦略会議」を設置し、国土交通大
臣を含む関係閣僚を中心に、政府として取り組むべき政策を議論の上、25年5月17日、「インフラ
システム輸出戦略」を取りまとめた。同戦略は、同年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」
において、その迅速かつ着実な実施が盛り込まれたところである。

インフラシステム輸出戦略においては、2020年における我が国企業のインフラ関係受注の目標額
を約30兆円（現状約10兆円）とすることを目指している。そのための施策の柱として、同戦略にお
いては、①企業のグローバル競争力強化に向けた官民連携の推進、②インフラ海外展開の担い手とな
る企業･地方公共団体や人材の発掘･育成支援、③先進的な技術･知見等を活かした国際標準の獲得、
④新たなフロンティア分野への進出支援、⑤安定的かつ安価な資源の確保の推進、を掲げている。

	2	 国土交通分野におけるインフラシステム輸出の考え方

国土交通省においても、「インフラシステム輸出戦略」に基づき、国土交通分野におけるインフラ
システム輸出を推進することとしているが、競合する諸外国との競争に勝ち抜き、我が国企業が受注
を獲得するためには、ハードとソフトが一体となって安全で信頼性の高いシステムを構築するといっ
た我が国の強みを発揮し、相手国のニーズに柔軟に対処していくことが必要である。

そのため、トップセールスや国際会議での情報発信等を通じプロジェクトの川上（構想段階）から
の参画をめざすとともに、我が国の技術･基準の国際標準化や相手国でのスタンダード化を通じ、我
が国企業が参画しやすい環境を整備する。また、巨額の初期投資や長期にわたる整備、需要リスクと
いった交通･都市インフラ分野における課題に対応する他、海外で事業展開する企業のトラブル等の
解決を支援する等、我が国企業の受注と事業展開を多角的に支援していく。

戦略的国際展開と国際貢献の強化第9章
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で、長期にわたる整備、運営段階の需要リスク、現地政府の影響力という特性があり、これに適切に
対応することが、本邦企業の参画に当たっての課題となっている。

このため、日本再興戦略の一環として、我が国事業者の交通事業・都市開発事業の海外市場への参
入促進を図るため、財政投融資の産業投資に585億円を新たに計上し、需要リスクに対応し、「出資」
と「事業参画」を一体的に行う（株）海外交通・都市開発事業支援機構（以下「機構」という。）を
創設することとし、平成26年4月に所要の法律が成立したところである。

機構は、我が国企業と協調して現地事業体に出資等の資金供給を行うとともに、現地での事業への
参画として、役員･技術者等の人材派遣や相手国側との交渉を行うこととしている。また、インフラ
システム海外展開は国の重要な政策であることから、国土交通大臣が、関係大臣とも連携しつつ、適
切に機構を管理していく。
②また、国土交通省に「海外建設ホットライン」を設置し、海外建設プロジェクトにおける施工技
術、施工管理マネジメントの課題に関する我が国企業からの相談に答えている。更に、寄せられた相
談事項を踏まえ、我が国建設企業が安定的に海外展開できるよう、相手国政府との協議等を行ってい
る。
③加えて、海外建設市場データベースの拡充、在外公館からの建設産業情報の収集、建設・不動産企
業の海外PPP事業への参画のための戦略検討を実施している他、我が国建設・不動産企業の海外に
おけるビジネス環境整備のための法制度整備を支援している。

我が国においては、世界に先がけて少子高

齢社会に直面する中で、中長期的に経済成長

を続けていくため、成長・拡大を続ける国際

マーケットの獲得競争に打ち勝っていくこと

が重要となっています。特に、世界のインフ

ラ市場は、急速な都市化と経済成長により、

今後の更なる拡大が見込まれています。この

ような膨大なインフラ需要を公共投資だけで

賄うのは困難であることから、近年では、民

間の資金とノウハウを活用したPPPによる運

営型の事業が増加しており、これが、各国の

民間企業にとって大きな事業機会となってい

ます。

このような中、「日本再興戦略（平成25年6

月14日閣議決定）」では、2020年に約30兆円

のインフラシステムの受注を実現するという

目標を掲げ、官民一体の取組みを推進するこ

ととしています。交通や都市開発の分野にお

ける運営型の事業は、長期的にはリターンが

期待されることに加え、安全性や信頼性の高

さやライフサイクルコストの低さという点で、

日本が強みを活かせる事業です。一方で、こ

れらの事業には、大きな初期投資、長期にわ

たる整備、運営段階の需要リスクという特性

があるため、民間だけでは参入が困難です。

民間においても、インフラシステム海外展

開に取り組む機運が高まっています。国土交

通省が開催した「インフラ海外展開推進のた

めの有識者懇談会（家田仁座長）」では、25

年2月の取りまとめに至る議論において、民

間の有識者から、プロジェクトのリスクを軽

減するための施策が必要であるとの意見をい

ただきました。

これら政府方針や民間ニーズを踏まえ、国

（株）海外交通・都市開発事業支援機構についてColumnコラム

	3	 川上からの参画・情報発信

インフラプロジェクトの獲得に向けては、まず川上から参画し、相手国のニーズをくみ上げてこれ
に合わせた提案を行うとともに、我が国技術による安全性や信頼性、運営段階も含めトータルで見た
費用対効果の高さについて、トップセールスやセミナーなどの機会を活用して、相手国の理解を深め
ていく必要がある。

具体的には、平成25年度において、国土交通大臣はミャンマー、シンガポール、タイ、ベトナム、
インドネシアを歴訪し、相手国のトップや国土交通分野を担当する閣僚との協議や意見交換を通じ、
我が国インフラのトップセールスに取り組んだ。また副大臣・政務官においても合計で13か国を訪
問し、インフラニーズの見込める国に対しては、会談等の相手国に対して我が国インフラのアピール
を行った。

このほか、諸外国の大臣等要人の来日・表敬といった機会や、セミナーの開催や新興国等の要人招
聘を通じ、我が国インフラの優位性に関する発信に積極的に取り組んでいる。特に25年9月に東京
において開催された「第8回APEC交通大臣会合」に際しては、APECに加盟する21の国と地域（エ
コノミー）の交通担当大臣等が一堂に会する機会を活用し、「テクニカルツアー」として陸海空の交
通インフラを紹介する5つのコースを用意した。テクニカルツアーには、大臣会合に参加した20の
エコノミーの代表を含む約70名が参加し、我が国の優れたインフラを実際に体験していただいた。

一方、我が国インフラについての情報発信を行うとともに、官民が連携してインフラ輸出を進めて
いく場として、水、道路、鉄道、港湾、エコシティといったそれぞれのインフラ分野において海外官
民協議会を設置している。25年度においては、「航空インフラ国際展開協議会」が新たに設立され、
同年4月に第1回が開催されている。このほか、防災分野については、26年度早期に、「日本防災プ
ラットフォーム」を設立予定である。

	4	 ソフトインフラの展開

国際規格の制定に向けた議論に積極的に参画することにより、我が国規格を反映させるほか、相手
国における我が国規格・標準のデファクト・スタンダード注化を進める。これらにより、我が国企業
の進出･受注に向けて有利な環境整備を進めるとともに、国際規格等について我が国を含めたアジア
太平洋諸国の国土・都市構造についても反映するよう働きかけている。

	5	 インフラ輸出に取組む企業支援

海外のインフラプロジェクトにおいては、近年、川下（管理・運営段階）を含めて発注される事例
が増加する傾向にある。一方で、相手国では法令や商慣行の相違もあり、海外での事業においてトラ
ブルを抱える企業も多く、多角的な視点から民間の活動を支援する必要がある。

具体的には、
①新興国等のインフラ事業では、厳しい財政事情を背景に、民間の事業参画・資金を期待する民間活
用型が増加している。そのうち、交通や都市開発の分野では、長期的にはリターンが期待される一方

注	 事実上の標準。公的な標準ではなく、市場の大勢を占めることにより標準とみなされている規格。



300 301国土交通白書　2014 国土交通白書　2014

　　　　　第2節　国際交渉・連携等の推進 第2節　国際交渉・連携等の推進　　　　　

第
9
章
　
戦
略
的
国
際
展
開
と
国
際
貢
献
の
強
化

Ⅱ
第
9
章
　
戦
略
的
国
際
展
開
と
国
際
貢
献
の
強
化

Ⅱ

（ 2）世界貿易機関（WTO）への対応
WTOドーハ・ラウンド交渉において、我が国は一層の貿易自由化を目指し、海運・建設サービス

分野における複数国会合の議長を務めるなど、国土交通分野に関わる交渉に積極的に参加している。
平成24年からは、ドーハ・ラウンド交渉全体が停滞する中で、サービス分野の一層の貿易自由化を
目的とした日本を含む有志国・地域による新サービス貿易協定（TiSA）の策定に向けた議論が行わ
れており、25年6月から交渉を開始している。

また、政府が行う調達手続の透明性の確保と市場参入の拡大を図ることを目的とした政府調達協定
（GPA）改正交渉が、23年12月に開催されたWTO政府調達閣僚会合において実質的妥結に至り、24
年3月、WTO政府調達委員会において改正議定書が正式に採択された。発効に向けGPA参加国・地
域が受諾に係る国内手続を進めてきた結果、26年3月7日に発効要件である全参加国・地域の２／3
の受諾書の寄託が行われ、改正GPAは26年4月6日に発効した。我が国は25年12月に国会承認を
得た後、国内手続を経て26年3月17日に受諾書をWTO事務局へ寄託しており、我が国の改定議定
書は26年4月16日に発効した。

	2	 国際機関への貢献と戦略的活用

（ 1）アジア太平洋経済協力（APEC）への対応
国土交通省では、APECの交通・観光分野に係る大臣会合及び作業部会に積極的に取り組んでいる。
平成25年9月には、第8回APEC交通大臣会合が東京で開催され、国土交通大臣が、APEC首脳会

議の議長国であるインドネシアの運輸大臣とともに議長を務めた。同会合では、「APEC域内の高質
な交通を通じた連結性の強化」を基本テーマに議論が行われ、議論の成果として、①2020年までに
APEC地域の交通ネットワークがどのような姿になるかを示す「コネクティビティ・マップ」を策定
すること、②加盟国・地域の経験を持ち寄ったインフラの投資・資金調達・運営のベストプラクティ
スを共有すること、③利便性・安全性・環境保護性に重点をおいた「質の高い交通（Quality 
Transport）」ビジョンを策定すること等が取りまとめられた「大臣共同声明」が採択された。

同声明の主旨は、同年10月に開催された首脳会議における首脳宣言にも盛り込まれた。なお、大
臣共同声明に掲げられた上記3つのイニシアチブについては、27年フィリピンにおいて開催予定で
ある第9回APEC交通大臣会合にその取り組みを報告することとされている。

また、観光分野では、25年10月にAPEC旅行円滑化に関するハイレベル政策対話がインドネシア
のバリで開催され、ビザ円滑化等に関する議論が行われた。

（ 2）東南アジア諸国連合（ASEAN）
国土交通省は、平成15年に創設された日本とASEANの交通分野の協力枠組みである「日ASEAN

交通連携」の下、様々な協力プロジェクトを実施している。この「日ASEAN交通連携」におけるプ
ロジェクトの進捗状況について確認するとともに、今後の方向性、新たなプロジェクトについて議論
するため、「日ASEAN交通大臣会合」等の会合が毎年開催されている。

25年12月にラオスで開催された「第11回日ASEAN交通大臣会合」では、「日ASEAN交通連携」
の新たな行動計画（パクセー・アクション・プラン）が合意された。この行動計画は、ASEANにお
ける「質の高い交通」を実現するため、①交通円滑化、②交通インフラ、③質の高い、持続的な交
通、④人材育成の4つの政策分野の下、協力プロジェクトを実施することを内容とする。このほか、

第2節　国際交渉・連携等の推進
	1	 経済連携における取組み

（ 1）EPA／FTA（経済連携協定／自由貿易協定）締結への対応
我が国は、アジア・太平洋地域、東アジア地域、欧州などとの経済連携を戦略的に推進することと

している。平成26年3月時点では、世界の国・地域との間で13のEPA／FTAが発効している。この
ような協定を活用し、我が国の運輸、建設業等の国際競争力の強化及び海外展開の推進の観点から、
相手国における外資規制の撤廃・緩和等のサービス分野の自由化、相手国の政府調達に関する参加機
会の拡大を推進する。

土交通省は、海外の交通や都市開発のプロ

ジェクトに対して「出資」と「事業参画」を

一体的に行う（株）海外交通・都市開発事業

支援機構（以下「機構」という。）の創設に向

けた取り組みを進めています。機構に関する

国の予算として、平成26年度財政投融資計画

において、1,095億円（産業投資注1585億円、

政府保証注2510億円）が盛り込まれました。

また、26年4月、機構の設立に関する法律が

成立しました。

機構は、以下の支援を行うことにより、交

通と都市開発の海外市場に対する我が国企業

の参入の促進を図り、もって我が国経済の持

続的な成長に寄与することを目的としていま

す。また、これを通じ、日本の技術とノウハ

ウが、当該事業が行われる国や地域の人々の

役に立つことも期待されています。

①出資

日本企業が海外でインフラ事業に参入す

る際、関係企業は、現地で事業運営を行う

事業体を設立します。機構は、これら関係

企業と共同して現地事業体に出資します。

②事業参画

機構は、出資先の現地事業体に対して、

以下の事業参画を行います。

・�日本の技術や経験を活かすため、役員

や技術者などの人材を派遣。

・�日本政府の出資機関として、相手国と

交渉。

一
体
的
に
実
施

（株）海外交通・都市開発
事業支援機構

現地事業体（対象事業者）

相手国側

企業連合

出
資

出
資

事
業
参
画

融
資

民間銀行等

出
資
等

政府（産業投資）等

出
資

政府出資585億円
政府保証510億円
民間出資   40億円

［平成26年度財投計画］

注1	 財政投融資（産業投資）：国が保有するNTT株、JT株の配当金などを原資として行っている産業の開発及び貿易の
振興のための投資。政策的必要性が高くリターンが期待できるものの、リスクが高く民間だけでは十分に資金が
供給されない事業に対して、資金を供給する点が特徴。

注2	 財政投融資（政府保証）：政策金融機関・独立行政法人などが金融市場で資金調達する際に、政府が保証をつける
ことで、事業に必要な資金を円滑かつ有利に調達するのを助けるもの。
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国中第2位の分担金を負担し、また、第1カテゴリー（航空輸送において最も重要な国）の理事国と
して、ICAOの諸活動に積極的に参加し、国際民間航空の発展に寄与している。

ICAOは、アジア・太平洋地域の航空交通管理能力の向上のため、平成25年6月にアジア・太平洋
地域事務所（在バンコク）の北京支所を開設した。我が国は、ICAOへの貢献と戦略的活用の観点か
ら、職員を派遣するなど支所の活動に貢献している。

また、25年9月～10月に開催された第38回ICAO総会では、国際航空分野の気候変動対策に関す
る世界的な排出削減制度の構築が決定された。我が国は、積極的発言や調整を通じ合意に貢献した。

③国連防災世界会議等
国連防災世界会議は、国際的な防災戦略について議論する国連主催の会議であり、第1回（平成6

年、横浜）、第2回（17年、神戸）と、日本で開催された。第2回会議では、17年から27年までの
国際的な防災の取組指針である「兵庫行動枠組」が策定された。27年3月に仙台市において開催さ
れる第3回国連防災世界会議では、兵庫行動枠組の後継枠組の策定が行われる予定であり、我が国に
とって、東日本大震災の被災地の復興を世界に発信するとともに、防災に関する我が国の経験と知見
を国際社会と共有し、国際貢献を行う重要な機会と位置づけられる。

また、第2回アジア・太平洋水サミット（25年5月、タイ）、水と災害ハイレベル・パネル（同年
6月、日本）、ブダペスト水サミット（同年10月、ハンガリー）等の国際会議において、国土交通省
は災害に対する事前予防の重要性等について主張するとともに、関係各国・関係機関に対し第3回国
連防災世界会議へのハイレベルの参加の呼びかけを実施した。このほか、25年度に開催した米国、
韓国、EUとの二国間会議等において、東日本大震災をはじめ数々の災害で得られた教訓を踏まえ、
兵庫行動枠組の後継枠組において強調すべき点について意見交換を行った。

	3	 横断的分野における取組み

（ 1）二国間での次官級会合
①ミャンマー

平成25年3月、ミャンマーにおいて同国運輸省と「第1回日ミャンマー交通次官級会合」を開催し、
同国における海事・港湾・航空・気象の各分野でのプロジェクトについて、現状や課題を確認すると
ともに、マスタープラン策定をはじめ計画的なインフラ整備に向け協力を強化することで一致した。

また、同年12月には、同国において先方鉄道運輸省と「第1回日ミャンマー陸上輸送分野高級実
務者会合」を開催し、同国における鉄道インフラと自動車交通政策の現状と今後の課題について調査
等を進め、協力の具体化を検討していくことで一致した。

さらに、26年1月にはミャンマーにおいて「第1回日・ミャンマー建設次官級会合」を開催し、
道路、建築・住宅分野や、建設業に関する法制度に係る、両国の取組みや課題、技術等に関する情報
交換を行った。

②インドネシア
平成25年9月にインドネシアにおいて「第1回日・インドネシア建設次官級会合」を開催し、全

体会合では、地下空間の活用、インフラのライフサイクルコスト・維持管理、防災の3つのテーマに
ついて、また、個別のワーキングでは、道路、砂防、水資源、下水道、建築物の各分野について、両

同会合において、①新航空セキュリティ向上プロジェクト、②道路技術に関する協力プロジェクト、
③交通インフラ整備のためのPPP推進協力プロジェクトの3つの新規協力プロジェクトや、日
ASEANとの地域的な航空協定締結に向けた検討を開始することが承認された。

（ 3）経済協力開発機構（OECD）
国土交通省では、OECDの下部組織のうち、国際交通フォーラム（ITF）、造船部会、地域開発政策

委員会（TDPC）並びにOECD及びITFが共同で設置している共同交通研究センター（JTRC）に参画
している。

ITFは、54ヵ国の交通担当大臣を中心に、年1回、世界的に著名な有識者・経済人を交え、交通政
策に関するハイレベルかつ自由な意見交換を行う国際枠組みであり、これまで、交通分野に関する気
候変動問題、グローバリゼーション等に関して議論を行ってきた。平成25年5月の大臣会合では、

「交通と資金調達」をテーマとして、民間資金の活用による財源確保の必要性などが議論された。ま
た、新関西国際空港株式会社が、同テーマに関して優れた取組みを行ったとして、ITF2013最優秀
賞（Transport Achievement Award）を受賞した。

OECD造船部会では、造船市場の公正な競争条件を確保するため、各国の造船政策の健全性を評価
する政策レビューの実施や、各国の金融支援等の状況を取りまとめた政策支援一覧表の作成などを通
じて、造船主要国間の政策協調と相互監視を行っている。

TDPCでは、国土・地域政策等に関する各加盟国の政策レビュー、グリーン成長戦略における都市
政策などの検討や、コンパクトシティ政策、高齢社会における持続可能な都市政策等の調査等に積極
的に取り組んでいる。我が国は、25年12月にフランスで開催されたTDPC閣僚会議において副議長を
務め、今後、レジリエント注な都市づくりの検討を行っていく旨の議長声明の取りまとめに貢献した。

JTRCでは、道路の運用、維持管理、整備のための財源の最適化、異常気象や気候変動に対応した
インフラ等、加盟国に共通した政策課題について調査研究を行っており、我が国も異常気象や気候変
動へのインフラの適応等のワーキングチームに参画している。

（ 4）国際連合（UN）
①国際海事機関（IMO）、国際労働機関（ILO）への対応

我が国は世界有数の海運・造船国として、IMOの活動に積極的に参加しており、主導的な役割を
果たしている。平成24年1月にはIMO事務局長に日本人が初めて就任するなど具体的には、海賊対
策をはじめ、船舶からの温室効果ガス削減対策、旅客船の安全の確保、IMOの組織・予算改革等の
重要課題への取組みについて、積極的に貢献しているところである。

また、ILOで採択された「2006年の海上の労働に関する条約」について、我が国は25年8月に批
准し、26年8月に我が国において発効予定である。本条約が求める、船舶における適切な労働条件
及び生活条件等について確実に対応できるよう、取組みを進めているところである。

②国際民間航空機関（ICAO）への対応
ICAOは、国際民間航空の安全かつ秩序ある発達及び国際航空運送業務の健全かつ経済的な運営に

向け、一定のルール等を定めている国連のもとに位置づけられている国際機関である。我が国は加盟

注	 変化に耐える又は迅速に回復する能力、しなやかさ、強靭さ
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	4	 個別の分野における多国間・二国間の取組み

（ 1）土地・建設産業分野
平成25年10月のボスポラス海峡横断鉄道開通式に併せて、イスタンブールにおいて建設産業分野

における協力関係の構築等を目的として、国土交通副大臣が出席して日・トルコ建設会議を開催した。
また、ミャンマーにおいては、26年1月に、ベトナムにおいては26年2月に、土地・建設産業分

野における法制度整備に関する関係省庁等とのセミナーをそれぞれ開催した。

トルコ共和国建国90周年にあたる平成25

年10月29日、イスタンブールでボスポラス

海峡横断鉄道の開通式典が開催されました。

同国最大の都市であるイスタンブールは、ボ

スポラス海峡を挟んでアジア側のアナトリア

半島と、ヨーロッパ側のバルカン半島にまた

がった都市です。これまで海峡を渡る交通手

段はフェリーなどの海上輸送と2本の橋梁し

か存在しなかったため、慢性的な交通混雑が

発生していました。高度な輸送システムの整

備によるこうした交通混雑の解消等を目的と

して、海峡横断鉄道の建設計画と海峡の東西

に存在する既存路線の改良計画の2つからな

る「マルマライ・プロジェクト」が実施され

てきました。このうち、日本の建設企業を中

心とした企業連合がこの海峡横断鉄道工事を

請け負い、開通させたのです。

海峡を横断するトンネル構想自体はおよそ

150年前に設計図が描かれていました。しか

し、海峡の潮流は世界有数と言われる速度に

加え、上層と下層では流れが逆であり、最も

深いところで水深約60mもある場所での工事

となるため、これまで実現に至りませんでし

た。今回、日本の建設企業は、鉄筋コンク

リート製の函体11個を海底に沈め、海底にお

いてそれぞれ接続することでトンネルを作り

あげる「沈埋工法」と呼ばれる工法を用いて、

“トルコ国民150年の夢”と呼ばれた海峡横断

トンネルを完成させました。

また、翌30日には、日本の建設技術をア

ピールするため、両国の政府関係者や民間企

業から約150名が参加し、第2回日・トルコ

建設会議を国土交通省とトルコ運輸海事通信

省とで開催しました。日本と同様に地震国で

あるトルコでは防災技術に対する関心も高

まっており、本会議ではこれを踏まえて、日

“トルコ国民150年の夢”実現に日本の建設技術が貢献
～ボスポラス海峡横断鉄道が開通～

マルマライ・プロジェクト開通式

資料）内閣広報室

開通式における安倍総理の挨拶

Columnコラム

国における取組みや課題、技術等に関する情報交換を行った。
さらに、同年10月、札幌において「第4回日インドネシア交通次官級会合」を開催し、両国間で

進められて来た物流、鉄道、自動車、港湾、海上交通及び航空の分野における協力プロジェクトにつ
いて進捗状況を確認し、明らかとなった課題の解決策等について意見交換を行った。これに対してイ
ンドネシアからは、輸出入の増加に対応する質の高い物流システムや、鉄道サービスにおける利用者
利便（ICカード）・安全・環境の向上に関し高い関心が示され、今後も両国間で緊密な協力・連携を
図っていくことを確認した。

③韓国
平成26年3月、沖縄において「第9回日韓運輸ハイレベル協議」を開催し、物流政策や交通分野

の安全対策、自動車の代理運転制度の現状等について、両国における取組事例に関する情報交換を行
うとともに、両国間で交通分野における協力を継続することで一致した。

④インド
平成25年10月、日印双方の更なる都市の経済的、社会的な成長、発展に大きく貢献することを目

的として「第7回都市開発に関する日印交流会議」を東京において開催し、都市交通、都市開発、水
環境分野における情報及び意見交換を実施した。

（ 2）ジャカルタ首都圏投資促進特別地域（MPA）注

平成25年12月に東京で開催された「第4回首都圏投資促進特別地域（MPA）運営委員会」におい
ては、両国間で協力して進められている鉄道、道路、港湾、航空及び下水道等のプロジェクトを、円
滑かつ早期に実現するため協力を進めていくことで、国土交通大臣と経済担当調整大臣等との間で一
致した。

（ 3）その他新興国における取組み
インドにおけるシームレスで信頼性の高い物流インフラの構築を図るため、平成24年10月（第1

回：デリー）及び25年7月（第2回：チェンナイ）に、局長級による「日印港湾・物流政策対話」を
開催し、南部港湾の整備、完成車鉄道輸送スキーム等、物流環境改善について意見交換を実施した。

ロシアについては、25年4月の総理訪露の際に、国土交通省とロシア運輸省との間で締結した「運
輸分野における協力覚書」を踏まえ、シベリア鉄道の競争力強化・効率性向上、極東港湾の利活用の
促進等について、「日露運輸作業部会」等の場を活用して意見交換を実施した。同国の都市環境問題
に関しては、二国間協力の枠組みとして「日露都市環境問題作業部会」が創設され、第1回総括会合
を25年4月にモスクワで開催した。また、総理が訪露の機会に日露フォーラムで行ったスピーチに
おいて、日露間の経済協力を進める分野の一つとして、都市環境分野に具体的に言及し、我が国が貢
献可能であることをアピールした。このほか、同年9月に作業部会議長間会合を開催し、具体的な協
力分野等について合意をするとともに、同年10月には、関連する企業・団体等の幅広い参加の下、
作業部会の日本側推進母体となる「日露都市環境協議会」を設立した。

注	 我が国とインドネシアとの連携の下、ジャカルタ首都圏のインフラ開発等を加速化するため、「首都圏投資促進特別地域
（MPA）構想に関する協力覚書」（平成22年10月に外務省、経済産業省、国土交通省が署名）に基づき、インドネシア関
係閣僚との間で、同国のインフラ案件及び投資制度を閣僚レベルで協議する枠組み。
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を開催し、同国水省との共同決議を更新するなど、協力関係を強化している。
サウジアラビアとは、25年11月に下水道分野の政府間協議を実施したほか、26年1月に下水再

生水利用に関する技術や下水道事業の民営化への支援に向けた本邦研修を実施した。
このほか、北九州市、大阪市、東京都、横浜市、神戸市、福岡市、川崎市、埼玉県、日本下水道事

業団、滋賀県、国土交通省等からなる連合体である、水・環境ソリューションハブが、セミナーや現
地調査、研修を通じて、途上国に下水道事業の経験、ノウハウを提供している。

（ 4）防災分野
我が国が過去の災害経験で培った防災に関する優れた技術や知見を活かし、相手国の防災機能の向

上及びインフラの海外展開に寄与する取組みを進めている。
具体的には、防災面での課題を抱えた新興国等を対象に、両国の産学官で協働し、互いのニーズに

適合した技術や解決策を追求する「防災協働対話」の取組みを関係機関とも連携しながら、様々な機
会を捉えて、国別に展開することとしており、「インフラシステム輸出戦略」にも位置づけられた。
これまでに、ミャンマー、タイ、ベトナム、南アフリカ、インドネシア及びトルコとそれぞれ「防災
協働対話」の実施に関する文書を締結し、これに基づき、平成26年2月にはミャンマーと、同年3
月にはベトナムとそれぞれ「防災協働対話」の一環として官民のワークショップを開催した。

また、26年度早期に、産学官が連携し、防災分野における、国際競争力を持つ製品・サービスの
開発や海外への売り込みを図ることを目的とした「日本防災プラットフォーム」を設立予定である。
なお、本組織は「防災協働対話」の国内の受け皿としての機能も期待される。

他方、世界の水災害被害の軽減に向けて、災害予防が持続可能な発展の鍵であるという国際共通認
識を形成するため、我が国の経験・技術を発信するとともに、水災害予防の強化に関する国際連帯の
形成に努めている。また、UNESCOの協力機関として認定を受けている（独）土木研究所内の水災
害・リスクマネジメント国際センター（ICHARM）では、衛星情報を活用した総合洪水解析システム

（IFAS）や降雨流出氾濫モデル等の開発及び途上国におけるリスクマネジメントの研究を行うととも
に、これらの成果を活用して博士課程、修士課程をはじめ各種短期研修を行い、途上国における人材
育成に取り組んでいる。また、UNESCOやアジア開発銀行と共同し、アジアの水災害に脆弱な国・地
域を対象に、洪水予警報システムの構築やワークショップの開催等を通じた、技術協力・国際支援を
実施している。

この他、25年3月には日EU双方の防災対策の充実を目的として、EU防災総局と国土交通省の間
での防災協力に関する書簡の交換を実施し、これに基づき閣僚級・実務者級会合をそれぞれ実施し
た。またブラジルとは、近年の急速な都市化の進行に伴う災害リスクの上昇の改善を図るため、同年
8月のRIO国際防災セミナーを通じて、土砂災害対策リスクアセスメントの能力強化のための情報交
換、技術協力を推進している。

さらに、海外で発生した大規模な水害・土砂災害に際し、国土交通省から専門家を派遣し、災害状
況の把握や今後の対策等について技術的助言を実施している。例えば、同年7月にインドネシアで発
生した大規模天然ダムの決壊では、迅速に技術者を派遣し、今後の対策等について助言を実施した。
また、同年11月にフィリピン中部を襲った台風第30号（Haiyan）に際しては、国際緊急援助隊の
専門家チームとして、災害状況把握及び復興計画基本方針等に対する助言・指導、並びに災害評価を
行うための専門家を派遣した。

（ 2）都市分野
平成25年10月にベトナムとの間で環境共生型都市開発の推進に関する協力覚書を締結し、26年

3月には、公共交通一体型都市開発に関するセミナーを開催した。
このほか25年度においては、インド及びフィリピンにおいて都市交通システムに関するセミナー

を開催したほか、ミャンマー及びベトナムにおいて駐車場政策に関する意見交換を実施した。
また、韓国、EU、フランスとの間で二国間会合を開催し、都市政策等に関する情報交換や交流を

行っている。
さらには、我が国の官民が連携して、都市交通システムの海外展開について情報共有・意見交換・

海外への情報発信を行うべく、26年2月に、都市交通システム海外展開研究会を開催した。

（ 3）水分野
水問題は地球規模の問題であるという共通認識のもと、国際会議等において問題解決に向けた議論

が行われている。平成25年は国連「国際水協力年」として様々な取組みが行われ、国土交通省では、
第2回アジア・太平洋水サミット（25年5月、タイ）、水の協力に関するハイレベル国際会議（同年
8月、タジキスタン）、ブダペスト水サミット（同年10月、ハンガリー）、2014年世界水の日記念式
典（26年3月、東京）等の国際会議での議論に積極的に参画し、水と衛生、防災に関する取組みの
強化についてメッセージを発信した。

また、国際連合教育科学文化機関（UNESCO）やアジア河川流域機関ネットワーク（NARBO）と
連携し、水問題解決のための有効な手法とされている統合的水資源管理（IWRM）計画の策定支援の
ため「河川流域におけるIWRMガイドライン」等の作成、研修等を通じてIWRMの普及・促進に貢
献している。

また、韓国、米国とは、河川・砂防・水資源管理等に係る二国間会合を開催し、情報交換、技術協
力等を推進している。

ベトナムとは、農業農村開発省と24年6月に締結した水資源施設管理の協力に関する覚書に基づ
くワークショップを26年3月に開催し、水分野に関する協力を推進している。建設省との間では、
22年に締結した下水道分野に関する協力覚書を26年3月に更新し、下水道推進工法の規格策定支援
を実施した。

インドネシアとは、25年9月の日尼建設次官級会合において水資源分野や下水道分野に関して意
見交換を行うなど、協力関係を深めている。

南アフリカ共和国に関しては、25年7月にJICAと共同で同国地方政府の下水道技術者を招聘し、
維持管理に関する研修を実施した。同年9月には、第3回日・南アフリカ水資源管理ワークショップ

本が有する建築の耐震・免震・制震技術や日

本の防災対策についてアピールを行いました。

トルコでは、マルマライ・プロジェクト以

外にも、イスタンブール南東60kmに位置す

るイズミット湾を横断する長大橋建設プロ

ジェクトのような各種のインフラ整備が計

画・進行しており、日本の建設企業が参画し

ているものもあります。また、24年から25年

度にかけて首脳会談が3回開催されるなど、

日本とトルコの協力関係も強化されています。

国土交通省では、今後も経済成長の続くトル

コにおいて、我が国の優れた建設技術が貢献

できるよう引き続き支援してまいります。
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ほか、ミャンマー等東南アジア諸国において船員教育者への研修等を実施した。

（ 9）港湾分野
海外港湾EDIシステムのミャンマーでの導入に向けた取組みや、モザンビーク等での面的・広域的

な港湾開発に係る調査の実施、「海外港湾物流プロジェクト協議会」の活動（平成25年7月に第4回、
26年3月に第5回を開催）等を通じ、我が国の港湾関連産業（港湾物流・インフラ関連企業）の海
外展開を支援している。

また、25年11月、日中韓による第14回北東アジア港湾局長会議を開催し、クルーズの促進等、
最近の港湾行政に関する情報交換等を行った。その他、国際航路協会（PIANC）や国際港湾協会

（IAPH）等の国際会議の場を通じて、我が国の技術基準の海外展開の推進や情報交換を実施している。

（10）航空分野
平成25年7月、第50回アジア太平洋航空局長会議において、我が国と空域を接する国と地域を含

むアジア太平洋地域における航空の安全性や航空セキュリティ、国際民間航空の持続可能な成長の達
成に向けて意見交換を行った。また、同年11月には、韓国と航空政策対話を実施し、今後も航空分
野全般において広く協力していくことを確認した。

（11）物流分野
平成24年7月に開催された第4回日中韓物流大臣会合における合意に基づき、シャーシの相互通

行の推進、北東アジア物流情報サービスネットワーク（NEAL-NET）の機能強化、パレットの品質や
荷役機器の寸法等の標準化等について、日中韓3国間の協力を推進している。

また、日ASEAN交通連携の枠組みのもと、日本とASEAN各国との二国間政策対話において、各国
における物流環境の改善に係る協議等を行っているところ、25年10月には日タイ物流政策対話、
26年1月には日インドネシア物流政策対話をそれぞれ開催した。このほか、アジア物流圏全体の物
流の質を高めるため、25年12月には、メコン地域物流訓練センターに物流事業に精通した我が国専
門家を派遣し、同センター講師の養成に取り組んだ。更には、アセアン域内の連結性を高めるため、
国際高速RORO船を活用したアジア海陸一貫輸送網の構築に係る実証調査を実施した。

（12）測量・地図分野
国土交通省においては、UNCE-GGIM注1に積極的に参画し、地球規模の測地基準系の構築に貢献す

るとともに、地球地図プロジェクト注2推進のため、途上国への技術支援、国際会議等の場を通じた
普及活動を実施している。さらに、UN-GGIM-AP注3の事務局長を務めるほか、関係各国と協働で地殻
活動監視を推進している。

このほか、24年の第10回UNCSGN注4及び第18回IHC注5において、政府代表団として地名表記に
関する議論等に参加した。4年の第6回UNCSGN以降、韓国等は、「日本海という名称を東海（East 

注1	 地球規模の地理空間情報管理に関する国連専門家委員会
注2	 地球環境問題の分析等に必要な基盤的な地理情報データベース（地球地図データ）を世界各国の地理空間情報当局の自

主的協力の下で整備するプロジェクト
注3	 国連地球規模の地理空間情報管理に関するアジア太平洋地域委員会
注4	 国際連合地名標準化会議
注5	 国際水路会議

（ 5）道路分野
日本の道路技術に対する各国の理解と信頼性の向上を目的として、ミャンマー及びトルコを対象に

舗装の再生技術やITS技術のモデルプロジェクトを実施し、現地で実際の施工やデータ収集・処理の
実演を行った。また、我が国が得意とするトンネル技術の活用が想定される新規案件発掘のため、ラ
オス及びモロッコで調査を実施した。

このほか、アジアを中心とした10カ国にて、高速道路会社や道路関係の民間企業の協力の下、道路
分野の政策・技術に関するセミナーを開催し、各国のニーズに対応する我が国の道路技術をPRした。

また、世界道路協会（WRA）における各技術委員会やアンドラで開催された冬期道路会議等に積
極的に参画し、構造物の老朽化対策や交通安全等の各分野において世界各国との技術交流・情報共有
を推進している。

このほか、9年ぶりに日本で開催したITS世界会議（平成25年10月、東京）では、65カ国から約
2万人の参加者を得て、展示やセッション、最新のITS技術を体験できるデモンストレーション等が
行われ、先進的なITS技術をPRした。また、会議に併せて閣僚級会談が開催され、国土交通副大臣
らが参加各国の閣僚級とITS政策に関する情報交換を行った。

（ 6）住宅・建築分野
韓国、中国、フランス、カナダ及びドイツとの間で定期的に局長級の二国間会合を開催し、住宅政

策、建築基準、建築技術等に関する情報交換等を行っている。平成25年10月には、中国と住宅産業
の発展をテーマに、26年3月にはドイツと建築物の環境対策をテーマにそれぞれ意見交換を行った。

また、ミャンマーとの間でも25年8月に初めて両国政府による日緬建築住宅会議を行い、建築基
準等について議論するとともに、10月には民間も含めたセミナーを実施し、両国企業間の情報交換
を行った。

（ 7）鉄道分野
高速鉄道分野においては、インド、タイ等において新幹線技術の導入に向けた取組みを進めてい

る。また、都市鉄道についても海外展開の推進に取組んでいる。
平成25年8月及び9月には、国土交通大臣がタイ、ベトナム、シンガポール等を訪問し、我が国

高速鉄道及び都市鉄道システムの導入に向けたトップセールスを行った。また、訪日した各国要人に
も、それぞれの関心に応じて視察など我が国鉄道システム導入についての働きかけを行った。さらに
国土交通副大臣・国土交通政務官も、アジア諸国をはじめ英国、米国等各国の要人に対して働きかけ
を実施した。このほか、25年は、インドやミャンマー等について官民が連携して鉄道セミナーを開
催した。

（ 8）海事分野
国際海事機関（IMO）においては、船舶の安全や海洋環境保護など海事分野の多くの点について世

界的な取組みを行っている。そのほか、我が国と関係の深い国との二国間会談や国際協力といった取
組みを行っている。二国間会談について平成25年度は、韓国及びEUとの間で局長級会談を実施し、
クルーズ産業の振興や温室効果ガス排出削減対策、旅客船の安全規制等の重要事項について情報共有
や意見交換を実施した。

また、国際協力について25年度は、フィリピンに対して船舶安全政策に関する専門家を派遣した
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（ 2）鉄道に関する国際標準化等の取組み
欧州が欧州規格の国際標準化を積極的に推進するなど、我が国鉄道システムの海外展開に当たっ

て、国際標準化への対応は重要な課題である。我が国の優れた技術が国際規格から排除されると既存
の国内規格が淘汰される可能性があるなど、鉄道関係産業に大きな影響を与えるため、戦略的対応が
必要である。このため、「鉄道技術標準化調査検討会」では、鉄道技術に関する学識経験者や鉄道関
係産業と協力して、鉄道の国際規格戦略の審議、国際規格に関連する国内規格対応の審議等、積極的
な活動を行っている。

平成25年11月に国際標準化機構（ISO）の鉄道分野専門委員会（TC269）の第2回総会を日本で
開催し、個別規格の提案及び委員会の運営に貢献するなどの成果を上げた。

また、我が国初の鉄道分野における国際規格の認証機関である（独）交通安全環境研究所は、認証
室設立以来、着実に認証実績を積み重ね、我が国鉄道システムの海外展開に寄与している。

（ 3）船舶や船員に関する国際基準への取組み
国際的な海上運送事業は、様々な国籍の船舶・船員により営まれており、船舶の安全や海洋環境保

護については、SOLAS条約、MARPOL条約、STCW条約等の世界的なルールに従い、営まれる必要
がある。我が国は従来より、これら条約の策定作業に積極的に参画し、貢献してきている。平成25
年度には、国際海事機関（IMO）において、我が国が提案した復原性（船舶の安定性、転覆しにくさ
の指標）に関する新基準がおおむね合意されるなどの成果を挙げた。

（ 4）土木・建築分野における基準及び認証制度の国際調和
近年、市場の国際化が進展している土木・建築・住宅分野における外国建材の性能認定や評価機関

の承認等の制度の運用、JICA等による技術協力等の施策を実施し、ISOによる設計・施工技術の規格
制定に参画するなど、土木・建築分野における基準及び認証制度の国際調和の推進に取り組んでい
る。また、我が国の技術的蓄積を国際標準に反映するための対応、国際標準の策定動向を考慮した国
内の技術基準類の整備・改定等について検討を進めている。

（ 5）高度道路交通システム（ITS）の国際標準化
効率的なアプリケーションの開発、国際貢献、国内の関連産業の発展等を図るため、ISOや国際電

気通信連合（ITU）等の国際標準化機関におけるITS技術の国際標準化を進めている。
特にITSの国際標準化に関する専門委員会（ISO／TC204）に参画し、ITSスポットによるプローブ

情報の収集や活用等に関する標準化活動を行っている。また、自動車基準調和世界フォーラム（UN
／ECE／WP29）において、先進安全自動車（ASV）に係る国際基準の策定等を目指した活動を行っ
ている。平成25年6月にはITSの活用に関するガイドラインが策定された。

（ 6）地理情報の標準化
地理空間情報を異なる地理情報システム（GIS）間で相互利用する際の互換性を確保することなど

を目的として、ISOの地理情報に関する専門委員会（ISO／TC211）における国際規格の策定に積極
的に参画している。併せて、国内の地理情報の標準化に取り組んでいる。

Sea）に改称するか併記すべき」との主張を繰り返している。国土交通省は、外務省等関係省庁と連
携し、国際社会に日本海単独呼称への正しい理解と支持を求めている。

（13）気象・地震津波分野
世界の国々の気象業務の実施・推進に協力するため、世界気象機関（WMO）の枠組みの下、気象

観測データや技術情報の相互交換に加え、我が国の技術を活かした台風や気候等の情報を各国に提供
している。また、国際連合教育科学文化機関・政府間海洋学委員会（IOC）の枠組みの下、北西太平
洋における津波情報を各国に提供し、防災に貢献している。

（14）研究分野
我が国の優れたインフラ関連技術等のアジア諸国への普及を見据えて、ベトナム、インドネシア、

インド等との研究連携ロードマップに基づき、国土交通省は現地政府研究機関と連携して現地適応性
を高めた環境舗装等の建設技術の基準類の共同研究等を行っている。平成25年度においては、ベト
ナム及びインドネシアと共同ワークショップを開催し、研究連携プロジェクトにおける技術的討議、
研究協力に関する意見交換を行った。また、現地JICA専門家との連携、中堅・若手研究者の招へい
等も推進している。

（15）海上保安分野
北太平洋海上保安フォーラム（日、加、中、韓、露、米6箇国）及びアジア海上保安機関長官級会

合（アジア18箇国・1地域）並びにロシア、韓国及びインドとの二国間長官級会合、連携訓練等を
通じて、捜索救助、海上セキュリティ対策等の各分野で海上保安機関間の連携・協力を積極的に推進
している。

また、国際海事機関（IMO）の航行安全小委員会において作業グループの議長を務めているほか、
国際水路機関（IHO）の各委員会等における海図作成に関する基準の策定、コスパス・サーサット機
構における北西太平洋地域の取りまとめ、国際航路標識協会（IALA）の各委員会等における次世代
船舶自動識別装置（AIS）の開発に係る検討、アジア海賊対策地域協力協定（ReCAAP）に基づく情
報共有センターへ当庁職員を派遣するなど、国際機関へ積極的に参画している。このほか、開発途上
国における海上保安分野の能力向上支援の取り組み等を通じて、国際貢献を果たしている。

第3節　国際標準化に向けた取組み
（ 1）自動車基準・認証制度の国際化

安全で環境性能の高い自動車を早期・安価に普及させるため、我が国は国連欧州経済委員会自動車
基準調和世界フォーラム（UNECE／WP29）等に積極的に参加し、安全・環境基準の国際調和を推進
するとともに、その活動を通じ、安全・環境性能に優れた日本の自動車や新技術を国際的に普及させ
ていくこととしている。このような活動を推進するため、具体的には、①日本の技術・基準の戦略的
国際基準化、②アジア諸国との連携、③全世界的かつ車両単位の相互承認の実現、④基準認証のグ
ローバル化に対応する体制の整備、を4つの柱とした「自動車基準認証国際化行動計画」を着実に実
施し、自動車基準認証制度の国際化を推進している。
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　　　　　第3節　国際標準化に向けた取組み
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Ⅱ

（ 7）技術者資格の海外との相互承認
APECエンジニア相互承認プロジェクトでは、参加国・地域間における技術資格の相互承認に基づ

く有資格技術者の流動化を促進している。APECアーキテクトプロジェクト（建築家登録制度）では、
我が国は、平成20年7月にオーストラリアとの「APECアーキテクト日豪二国間相互認証協定」、21
年7月にニュージーランドとの「APECアーキテクト日本・ニュージーランド二国間相互受入覚書」
に署名し、建築設計資格者の流動化を促進している。

（ 8）下水道分野
「知的財産推進計画2010（平成22年5月21日策定）」に基づき、下水道分野で国際展開を目指す

本邦企業が高い競争性を発揮できる国際市場を形成することを目的として、戦略的な国際標準化を推
進している。現在、「水の再利用」に関する専門委員会（ISO／TC282）及び「汚泥の回収、再生利
用、処理及び廃棄」に関する専門委員会（ISO／TC275）においては、関連する本邦下水道技術が優
位となるように議論に参加している。25年度に発効されたISO55000シリーズ「インフラのアセッ
トマネジメント」に対しては、国内事業者の認証取得を支援している。

多くの国際標準を作成するISOは、平成25

年6月に「水の再利用」全般に係る国際標準

化に向けた検討を行うための専門委員会

（TC282）を設置しました。我が国はTC282の

幹事国として議論をリードしていくこととな

りますが、幹事国の取得は水分野では初めて

のこととなります。

「水の再利用」の国際標準化については、気

候変動に伴う地球規模の渇水リスクの高まり

や世界的な人口増加等を背景に世界の水市場

が拡大する中で、膜処理技術等の日本が世界

に誇る再生水技術に関して主導的に国際標準

規格を策定することにより、同技術の海外展

開等、国際競争力の強化を図ることを狙いと

しています。

26年1月に、第一回TC282が東京において

開催され、10カ国（日本、イスラエル、中国、

カナダ、エチオピア、フランス、韓国、シン

ガポール、米国、オーストリア）41名が出席

し、会議における基本方針が確認されたとこ

ろです。この第一回会議に続き、第二回会議

については同年11月にイスラエルにおいて開

催を予定しており、国際標準化の取組みの本

格化、議論の加速化を図ってまいります。

「水の再利用」に関する国際標準化に向けた取組みについてColumnコラム

TC282で国際標準化が期待される膜処理技術

資料）左：（株）クボタ、右：メタウォーター（株）

資料）国土交通省

TC282会議（東京）の様子


